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この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、「土木工事共通仕様書
(案) 〔R6.3〕 、第１編1-1-24施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の
基準を定めたものである。

この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、「土木工事共通仕様書
(案) 〔R7.3〕 、第１編1-1-26施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の
基準を定めたものである。

１．目 的 １．目 的
この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物

の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物

の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２．適 用 ２．適 用
この管理基準は、国土交通省地方整備局が発注する土木工事について適用する。ただ

し、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、
規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、基準、規格値が定
められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

この管理基準は、国土交通省地方整備局が発注する土木工事について適用する。ただ
し、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、
規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、基準、規格値が定
められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。

３．構 成 ３．構 成

工程管理
施工管理 出来形管理

（工事写真を含む） 品質管理

工程管理
施工管理 出来形管理

（工事写真を含む） 品質管理

４．管理の実施 ４．管理の実施
（１）工程管理受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。 （１）工程管理受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。

（２）出来形管理施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければなら
ない。

（２）出来形管理施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければなら
ない。

（３）品質管理受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やか
に実施しなければならない。

（３）品質管理受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やか
に実施しなければならない。

（４）施工箇所が点在する工事受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保
管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければ
ならない。

（４）施工箇所が点在する工事受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保
管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければ
ならない。

５．管理項目及び方法 ５．管理項目及び方法
（１）工程管理 （１）工程管理

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート方式など)
を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容
については、省略できるものとする。

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート方式など)
を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容
については、省略できるものとする。

（２）出来形管理 （２）出来形管理
受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設

計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。
受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設

計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。
なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目について

は、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。
なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目について

は、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

土木工事施工管理基準 土木工事施工管理基準
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（３）品質管理 （３）品質管理
受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理

するものとする。
受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理

するものとする。
この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に

実施するものとする。
この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に

実施するものとする。
また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するものを実施

するものとする｡
また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するものを実施

するものとする｡

６．規格値 ６．規格値
受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。
受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・検査・計

測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。

７．その他 ７．その他
（１）工事写真 （１）工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視
できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理
基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提
示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視
できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理
基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提
示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

（２）情報化施工 （２）情報化施工
 10,000㎥以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化につい
て」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）による。ただし、「ＴＳ
を用いた出来形管理要領（土工編）」は「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）土工編」に読み替えるものとし、「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領
（河川土工編）」及び「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工編）」は
「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」に読み替え
るものとする。

 10,000㎥以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化につい
て」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）による。ただし、「ＴＳ
を用いた出来形管理要領（土工編）」は「３次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）第2編 土工編」に読み替えるものとし、「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検
査要領（河川土工編）」及び「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工
編）」は「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督･検査要領（土工編）（案）」に
読み替えるものとする。

（３）３次元データによる出来形管理 （３）３次元データによる出来形管理
ＩＣＴ施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、「３次元計測

技術を用いた出来形管理要領（案）｣の規定によるものとする。
ＩＣＴ施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、「３次元計測

技術を用いた出来形管理要領（案）｣の規定によるものとする。
なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元空

間上に再現するために必要なデータである。
なお、ここでいう３次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を３次元空

間上に再現するために必要なデータである。

（４）施工箇所が点在する工事 （４）施工箇所が点在する工事
施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するもの

とする。
施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定するもの

とする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
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１ 出来形管理基準及び規格値（案） 目 次 １ 出来形管理基準及び規格値（案） 目 次

条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準 条 枝番 工種 種別 準用する出来形管理基準
第３編 土木工事共通編 第３編 土木工事共通編

第2章 一般施工 第2章 一般施工
第7節 地盤改良工 3-2-7-2 路床安定処理工 Ⅰ － 103 第7節 地盤改良工 3-2-7-2 路床安定処理工 Ⅰ － 103

3-2-7-9 1 固結工 粉体噴射撹拌工 Ⅰ － 106 3-2-7-9 1 固結工 粉体噴射撹拌工 Ⅰ － 106

2 固結工

スラリー撹拌工
「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）
第８編 固結工（スラリー
撹拌工）編」による管理
の場合

Ⅰ － 107 2 固結工

スラリー撹拌工
「３次元計測技術を用い
た出来形管理要領（案）
第８編 固結工（スラリー
撹拌工）・バーチカルド
レーン工編」による管理
の場合

Ⅰ － 107

編、章、節 頁
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出来形管理基準及び規格値（案）

単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 箇 所 摘 要 編 章 節 条 枝番 工 種 測 定 箇 所 摘 要

3-2-7-7 3-2-7-7

3-2-7-8 3-2-7-8

100本に1ヶ所。
100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測
定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。

ペーパードレーン工においては、「３
次元計測技術を用いた出来形管理要領
（案）」の規定による測点の管理方法
を用いることができる。

全本数
計器管理にかえることができる。

サンドコンパクションパイル工におい
ては、「３次元計測技術を用いた出来
形管理要領（案）」の規定による測点
の管理方法を用いることができる。

3-2-7-9

位置 Ｄ／8以内

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

杭径Ｄ 設計値以上
工事毎に1回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

改良長L 設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認
（残尺計測による確認は不要）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９ ２ 固結工

（スラリー撹拌工）

「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領
（案） 第８編 固結
工（スラリー撹拌工）
編」による管理の場合

基準高▽ ０以上 杭芯位置管理表により基準高を確認

８ 締固め改良工
（サンドコンパクショ
ンパイル工）

100本に1ヶ所。
100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測
定。
ただし、ペーパードレーンの杭径は対
象外とする。

※余長は、適用除外

杭径Ｄ 設計値以上

打込長さｈ 設計値以上

全本数

サンドドレーン、
袋 詰 式 サン ドド レー
ン、
サンドコンパクション
パイルの砂投入量

―

全本数
計器管理にかえることができる。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

７ バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン
工）
（袋詰式サンドドレー
ン工）

位置・間隔ｗ ±100

測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

７ バーチカルドレーン工

（サンドドレーン工）
（ペーパードレーン
工）
（袋詰式サンドドレー
ン工）

位置・間隔ｗ ±100

※余長は、適用除外

杭径Ｄ 設計値以上

打込長さｈ 設計値以上

全本数

８ 締固め改良工
（サンドコンパクショ
ンパイル工）

サンドドレーン、
袋 詰 式 サン ドド レー
ン、
サンドコンパクション
パイルの砂投入量

―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

７
地
盤
改
良
工

９ ２ 固結工

（スラリー撹拌工）

「３次元計測技術を用
いた出来形管理要領
（案） 第８編 固結
工 （ ス ラ リ ー 撹 拌
工）・バーチカルド
レーン工編」による管
理の場合

基準高▽ ０以上 杭芯位置管理表により基準高を確認
3-2-7-9

位置 Ｄ／8以内

全本数
施工履歴データから作成した杭芯位置
管理表により設計杭芯位置と施工した
杭芯位置との距離を確認
（掘起しによる実測確認は不要）

杭径Ｄ 設計値以上
工事毎に1回
施工前の撹拌翼の寸法実測により確認
（掘起しによる実測確認は不要）

改良長L 設計値以上

全本数
施工履歴データから作成した杭打設結
果表により確認
（残尺計測による確認は不要）
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